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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

専
門
機
関
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
の
附
属
書

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
三

XV

号

（
先
議
）
要
旨

）

専
門
機
関
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う

）
は
、
国
際
連
合
と
連
携
関
係
を
有
す
る
各
種
の

。

専
門
機
関
に
特
権
及
び
免
除
を
与
え
る
こ
と
等
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
に
基

づ
き
国
際
連
合
が
享
有
す
る
特
権
及
び
免
除
と
各
種
の
専
門
機
関
が
享
有
す
る
特
権
及
び
免
除
と
を
で
き
る
限
り
統
一
す
る
た

め
、
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
十
二
年
）
に
第
二
回
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
。

条
約
は
、
本
文
に
お
い
て
、
専
門
機
関
、
そ
の
加
盟
国
の
代
表
者
、
そ
の
職
員
等
が
享
有
す
る
標
準
的
な
特
権
及
び
免
除
を

規
定
す
る
と
と
も
に
、
各
種
の
専
門
機
関
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
附
属
書
に
お
い
て
、
当
該
専
門
機
関
に
こ
れ
ら
の
規
定
を
修
正

し
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
修
正
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。
我
が
国
は
、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
十
八
年
）
に
条
約

に
加
入
し
、
附
属
書

か
ら
附
属
書

ま
で
（
我
が
国
が
加
入
書
に
お
い
て
指
定
し
な
か
っ
た
国
際
避
難
民
機
関
（
一
九
五
二
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年
（
昭
和
二
十
七
年
）
に
解
散
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
附
属
書

を
除
く

）
に
規
定
す
る
専
門
機
関
に
関
し
、
条
約
に
基
づ

。

X

く
特
権
及
び
免
除
を
付
与
し
て
い
る
。
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世
界
知
的
所
有
権
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
」
と
い
う

）
は
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
年
）
に
設
立
さ
れ
、
一
九
七

。

四
年
（
昭
和
四
十
九
年
）
に
国
際
連
合
と
連
携
関
係
を
有
す
る
専
門
機
関
と
な
っ
た
。

こ
の
附
属
書

は
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
十
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
調
整
委
員
会
第
十

XV

一
回
会
合
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
条
約
の
規
定
を
次
の
と
お
り
修
正
し
た
上
で
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
に
適
用
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
専
門
機
関
の
事
務
局
長
に
与
え
ら
れ
る
特
権
及
び
免
除
は
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
事
務
局
次
長
に
も
与
え
ら
れ
る
。

二
、
専
門
家
に
与
え
ら
れ
る
特
権
及
び
免
除

１

Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
た
め
の
任
務
を
遂
行
す
る
専
門
家
は
、
不
逮
捕
特
権
、
訴
訟
手
続
の
免
除
、
文
書
の
不
可
侵
等
、
一
定
の

特
権
及
び
免
除
を
与
え
ら
れ
る
。

２

特
権
及
び
免
除
は
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
利
益
の
た
め
に
専
門
家
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
専
門
家
個
人
の
一
身
上
の

便
宜
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。


